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権利擁護講演会・介護予防講演会を開催します災害時避難行動要支援者登録制度について

防災行政無線を用いた緊急地震速報訓練を行います

　住み慣れた地域で安心して暮らすために、毎年、講演会を実施しています。今年は、これからの高
齢者の権利に関すること、栄養のことについて講演会を実施します。どちらかのご参加でも可能です。
お気軽にご参加ください。

権利擁護講演会
期　日　11 月 12 日 ( 金 )
時　間　午前 10 時～ 11 時
場　所　中央公民館　視聴覚ホール
内　容　高齢者の「権利」について
講　師　常任経営相談役　丸木憲雄氏　( 社会福祉法人　育心会 )
持ち物　筆記用具 ( 感染拡大防止対策のため、貸し出しはありません )

介護予防講演会
期　日　11 月 16 日 ( 火 )
時　間　午前 10 時～ 11 時
場　所　中央公民館　視聴覚ホール
内　容　メタボ予防からフレイル予防へギアチェンジ　タンパク質の摂り方について
講　師　管理栄養士　高橋美穂氏 ( 日本調剤　毛呂薬局 )
持ち物　筆記用具 ( 感染拡大防止対策のため、貸し出しはありません )

※申込みはあへ電話予約をお願いします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を取って実施します。ご協力をよろしくお願いします。

あ地域包括支援センター
　う２９２- ５５０５

　災害時避難行動要支援者登録制度とは、災害発生時に自力で避難することが困難な一人暮らしの高
齢者や障がい者の方に、避難行動要支援者名簿へ登録していただく制度です。名簿に登録をすることで、
地域で情報が共有され、災害時の情報伝達や避難誘導等が迅速・的確にできる体制づくりを目的とし
ています。

避難行動要支援者名簿に掲載となる方
　次のいずれかに該当する方のうち、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断または避難行
動を自ら行うことが困難 ( 家族等の介助により避難に支障がない方を除く。) で、それらの支援を受け
るために必要な自己に関する個人情報を関係機関へ提供することに同意した在宅の方を対象とします。

※その他、災害時の支援を必要とし、名簿への掲載を希望する方

登録申請について
　登録申請書に必要事項を記入し、健康福祉課窓口または、担当区域の民生委員へ提出してください。
登録申請書は、健康福祉課で配布をしております。また、町のホームページからもダウンロードでき
ます。
※登録された方の情報は、消防組合や警察署などの

関係機関のほか、民生委員や各区の自主防災組織
等に提供しますが、支援活動に関すること以外に
は利用しません。

　
登録にあたって
　災害時における避難行動要支援者の支援は、支援
する側のボランティア精神に基づくものであるた
め、被害の状況によりますが、地域の皆さんのご協
力により、できる範囲内での支援となります。

あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１２

　11 月５日 ( 金 ) 午前 10 時頃、町内 43 ヶ所に設置している防災行政無線の放送塔から、緊急地震速
報の訓練放送を行います。
　この訓練は、緊急地震速報を聞いてから、慌てずに身を守るなど適切な行動をとるための訓練です。
また、緊急地震速報等の緊急情報が防災無線から適切に流れるかどうかを確認するためのものです。
　当日は緊急地震速報を確認したら、慌てずに自分の身を守れるか、訓練で確かめましょう。

放送内容
①「（上り４音チャイム）こちらは防災越生です。ただいまから訓練放送を行います。」
②「（緊急地震速報チャイム音）緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」

×３回繰り返し
③「こちらは防災越生です。これで訓練放送を終わります。（下り４音チャイム）」

あ総務課　自治振興担当
　う内線２１６

高齢者 ・要介護３～５
・75歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯

障がい者
・身体障害者手帳１級・２級
・療養手帳Ⓐ・A
・精神障害者保健福祉手帳１級

う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！
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